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【商標】平成 26 年度の品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果（案） 
 
・評価項目① 「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」等の文書の作成状況 
必要な文書が作成され、適切な管理がなされていることから、「極めて良好」と評価され

る。ただし、概ね達成との評価もあった。 
 
・評価項目② 審査及び品質管理のための手続の透明性 
 審査プロセス、品質管理のための具体的な手順及び担当について「品質マニュアル」に

定められていることから、「極めて良好」と評価される。ただし、良好との評価もあった。 
 
・評価項目③ 品質管理の基本原則等の制度ユーザーへの公表及び職員への周知 
 「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」が日本語及び英語で作成され、特許庁ホーム

ページ、パンフレット等により制度ユーザー及び職員に周知されている。しかし、職員が

これらを理解しているか確認する方法が確立されていないことから、「良好」と評価される。

ただし、概ね達成との評価もあった。 
 
・評価項目④ 審査実施体制 
 他の特許庁に比して審査官が少数であり、国際的に遜色のない人員配置を確立している

とは言えないことから、「概ね達成」と評価される。ただし、効率的な審査の観点から、良

好との評価もあった。 
 
・評価項目⑤ 品質管理体制 
 他の特許庁に比して人員配置が手薄であり、国際的に遜色のない水準において人員配置

がなされているとは言えないことから、「概ね達成」と評価される。ただし、効率的な品質

管理の観点から、良好との評価もあった。 
 
・評価項目⑥ 品質向上のための取組 
 品質向上のために必要とされる取組がさまざま実施され、その目的は達成していること

から、「良好」と評価される。ただし、概ね達成との評価もあった。 
 
・評価項目⑦ 品質検証のための取組 
 品質監査、ユーザー評価調査等による審査の品質検証が行われ、その目的は達成してい

ることから、「良好」と評価される。ただし、概ね達成との評価もあった。 
 
・評価項目⑧ 審査の質の分析・課題抽出 
 審査の質に関するさまざまな情報を用い、総合的に分析・課題抽出を行っていることか
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ら、「極めて良好」との評価が最も多い。ただし、分析の明確性、評価の客観性の観点等か

ら、良好、概ね達成との評価も相当数あった。 
 
・評価項目⑪ 審査の質向上に関する取組の情報発信 
国内ユーザーや他の特許庁に対する審査の質向上に関する情報発信、意見交換が行われ

ているが、国外の機関・団体との継続的な協力関係が構築されているとまでは言えないこ

とから、「良好」と評価される。ただし、概ね達成との評価もあった。 
 


